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住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業費補助金（住宅に係るもの）交付規

程

平成１５年１０月１日

平成１５年度規程第５６号

（目的）

第１条 この規程は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法（平成１４年

法律１４５号。以下「機構法」という ）第１５条第１項第５号の規定に基づき、独立。

行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下「機構」という ）が行う、住宅。

・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業費補助金（以下「補助金」という ）。

、 。の交付手続き等を定め もってその業務の適正かつ確実な処理を図ることを目的とする

（適用範囲）

第２条 機構が行う補助金の交付は 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 昭、 （

和３０年法律第１７９号 、機構法、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機）

（ ）、構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令 平成１５年経済産業省令第１２０号

11 04 16住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業費補助金交付要綱 平成 ･ ･（

資財第３号。以下「要綱」という ）並びに独立行政法人新エネルギー・産業技術総合。

開発機構新エネルギー・産業技術業務方法書（１５度新エネ総第１００１００４号）に

定めるところによるほか、この規程の定めるところによる。

（交付の対象）

、 （ ）第３条 機構は 住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業 住宅に係るもの

（以

下「補助事業」という ）の実施に必要な費用のうち、別表に掲げる補助対象費目の範囲。

内で適当と認める費用（以下「補助対象費用」という ）について、予算の範囲内にお。

いて、当該補助事業を行おうとする者（以下「補助事業者」という ）に対し、当該補。

助対象費用の一部に充てるため、補助金を交付する。

（補助金の額）

第４条 前条に規定する補助金の額は、補助対象費用の合計額の３分の１を限度とする。

（公募及び公募方法）

第５条 機構は、予算の範囲内において、補助事業者を公募する。

２ 公募は、受付期間を定めてこれを行う。

３ 機構は、当該補助事業への申込みをしようとする者に対し、様式第１による補助事業

申込書に機構が指示する書類を添付して、提出させるものとする。
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（予約者の決定）

第６条 機構は、補助事業申込書を受付けた後、その内容が補助金を交付すべきものと認

めら

れる者（以下「予約者」という ）に対し受理した旨を通知するものとする。。

（工事着工届出書の提出）

第７条 予約者は 前条の通知を受けたときは 対象工事 設備の設置を含む 以下 工、 、 （ 。）（ 「

事」という ）着工後速やかに様式第２による工事着工届出書を機構に提出しなければな。

らない。

２ 予約者は、前項の工事着工届出書を速やかに機構に提出しなかったときは、当該補助

事業申込みにより得た権利は失効する場合がある。

（工事の完了）

第８条 予約者は、当該年度の２月１５日までに、工事を完了しなければならない。

（計画変更の承認）

第９条 予約者は、工事の内容の変更を行うときは、速やかに様式第３による計画変更承

認申請書を機構に提出し、その承認を受けなければならない。

２ 機構は、前項の承認をする場合において、必要に応じ、条件を付することができる。

（遅延等の報告）

第１０条 予約者は、工事において、事故その他の工事を妨げる重大な事由が発生し、予

定の期間内に完了することができないと見込まれる場合においては、速やかに様式第

４による遅延等報告書を機構に提出し、その指示を受けなければならない。

（補助事業申込み取り下げ）

第１１条 予約者は、やむをえない理由により補助事業申込みを取り下げ工事を中止しよ

うとするときは、速やかに様式第５による補助事業申込取下承認申請書を機構に提出

し、その承認を受けなければならない。

（交付の決定）

第１２条 予約者は、工事が完了したときは、完了の日から起算して３０日以内又は当該

年度

の２月末日のいずれか早い日までに、様式第６による補助金交付申請書（兼工事完了報

告書）

を機構に提出しなければならない。

２ 機構は、補助金交付申請書（兼工事完了報告書）を受理したときは、当該補助金交付

申請
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書に係る工事が完了したことの審査を行い、予約者に対して、様式第７による交付決定

通知

書をもって通知するものとする。

（補助金の額の確定）

第１３条 機構は、前条の補助金交付申請書（兼工事完了報告書）を受理したときは、そ

の内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、交付すべき補助金の額を確定

し、補助事業者に通知する。

（補助金の支払）

第１４条 機構は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に補助金を支払

うものとする。

（定期報告）

第１５条 機構は、補助事業者に対し、工事完了後３年間、当該住宅及び設備の性能等に

関し、

別に定める様式により報告を求めることとする。

（報告停止の承認）

第１６条 補助事業者は、前条の定期報告を停止するときは、あらかじめ様式第８による

定期報告停止承認申請書を機構に提出し、その承認を受けなければならない。

（手続代行者）

第１７条 申請者は、第５条第３項の補助事業申込書及び添付書類、第７条第１項の工事

着 工届出書、第９条第１項の計画変更承認申請書、第１０条の遅延等報告書、第１

１条の補助事業申込取下承認申請書及び第１２条第１項の補助金交付申請書の手続の

代行を、工事を実施する者（以下「手続代行者」という ）に対し依頼することができ。

る。

２ 手続代行者は、依頼された手続きを誠意をもって実施するものとする。

３ 機構は、手続代行者が偽りその他不正の手段により第１項に規定する手続を行った疑

いがある場合は、必要に応じて調査を実施し、不正行為が認められたときは、機構の所

管する契約の全部又は一部について一定期間指名等の対象外とすること、並びに当該手

続代行者の名称及び不正の内容を公表することができるものとする。

（協力）

第１８条 機構は、補助事業の適正かつ円滑な運営を図るため、必要があるときは補助事

業 者及び手続代行者に対し、協力を求めることができるものとする。

（管理）
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第１９条 補助事業者は、補助金の交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省

令（昭和４０年大蔵省第２５５号）を勘案して、機構が別に定める期間（以下「機構が

別に定

める期間」という 、当該住宅及び設備を善良なる管理者の注意をもって管理しなけれ。）

ば

ならない。この場合において、補助事業者は、天災地変その他の補助事業者の責に帰す

るこ

とのできない理由により、当該住宅及び設備が毀損又は滅失したときは、その旨を機構

に届け出なければならない。

２ 機構は、補助事業者が当該住宅及び設備を処分することにより、収入があり、又は収

入が

あると認められるときは、その収入の全部又は一部を機構に納付させることができるも

のと

する。

（処分の制限）

第２０条 補助事業者は、機構が別に定める期間内において、当該住宅及び設備を処分し

よう

とするときは、あらかじめ様式第９による処分承認申請書を機構に提出し、その承認を

受け

なければならない。

、 、 、 。２ 機構は 前項の承認をする場合においては 必要に応じ 条件を付することができる

（交付決定の取消し及び補助金の返還）

第２１条 機構は、次の各号の一に該当する場合は第１２条第２項の規定による交付決定

の 全部又は一部を取消すことができる。

（１）補助事業者が本規程に違反した場合

（２）補助事業者が補助金を工事以外の用途に使用した場合

２ 補助事業者は、機構が前項の取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に対

する

補助金の交付を受けているときは、機構の請求に応じ、交付を受けた補助金の全部又は

一部

を返還しなければならない。

３ 補助事業者は、第１６条及び第２０条の規定により承認を受けて当該住宅及び設備に

関す

る報告を停止し、又は当該住宅及び設備を処分した場合において、機構の請求があった

とき

は、交付を受けた補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

４ 機構は、前２項の返還を命ずる場合には、その命令に係る補助金の受領の日から納付
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の日

までの期間に応じて、年利１０．９５％の割合で計算した加算金の納付を合わせて命ず

るも

のとする。

、 、５ 第２項及び第３項の補助金の返還期限は 当該命令のなされた日から２０日以内とし

期

限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利

１０．

９５％の割合で計算した延滞金を徴収するものとする。

附 則

この規程は、平成１５年１０月１日から施行する。
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（別表）

住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業費補助金（住宅に係るもの）

補助対象費目

補助対象費目 内 容

（ ）設 計 費 住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業 住宅に係るもの

の実施に必要な機械装置・建築材料等の設計費、システム設計費等

（ ）設 備 費 住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業 住宅に係るもの

の実施に必要な機械装置・建築材料等の購入、製造（改修を含む ） 又は。

据付等に要する費用（ただし､当該事業に係る土地の取得及び賃借料を除

く ）。

（ ）計測装置費 住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業 住宅に係るもの

の実施に必要な計測装置の購入、製造、改造、借用、修繕又は据付等に必

要な費用

（ ）工 事 費 住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業 住宅に係るもの

の実施に不可欠な工事に要する費用

（ ）諸 経 費 住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業 住宅に係るもの

を行うために直接必要なその他経費（工事負担金、管理費（職員旅費、会

議費等 ）等）


